
33 　その他の石綿に関連する作業 33

ガソリンスタンドスタッフ、畜舎の管理 石屋、ビルメンテナンス

飲食業の調理作業 装身具製造、付属品加工、賞杯製造業（貴金属製品）

【労災認定事例(p112-114)】43,57,66　　　　　　　　　　　　　【文献(p115,118,122)】19-20,60-61,111

Ａ Ｂ

【概要】防火地域にあって昭和63年以前に建設された給油所
では、建屋やキャノピーの鉄骨等に吹きつけ石綿が使用され
ている場合があります。また、建屋の壁・床は石綿１％含有
ボードを使用している場合があります。

【概要】ビルメンテナンス業。古くて大きなビルでは空調（エア
コン）のフィルターを定期的に洗っています。フィルターには
全ての微粉じんが混ざっていると考えられ、洗浄時にばく露
する可能性があります。

C D

食堂の厨房。水を使う、火を使う、衛生的であるという観点か
ら石綿板（フレキシブル板やけい酸カルシウム板）を使ってい
るものがあります。”おたま”をかけるネジ穴などを壁にあけ
る時は、ねじ穴から石綿が飛散する可能性があります。

学校、飲食業、寮などの厨房機器類。飯炊釜、揚げ物器、煮
物器、魚焼き器その他２０種ほどある調理器に石綿フェルト
または石綿スポンジが張ってあるものがあります。写真は揚
げ物器。釜の底が二重になっていて、その間に入ってます。
石綿含有部分を露出させたりこすったりしなければばく露は
ありません。

E

　　　　　　　　　　　（石工１削除）

F

大きな厨房などにある魚焼き器。内部二重構造の中に石綿
フェルトが貼り付けられているものがあります。劣化や破損
により、ばく露する可能性があります。

石工の野丁場作業（銘板取り付け作業）。定礎・墓石・記念
碑など。蛇紋岩系の石の中には白石綿が混入している場合
があります。

※掲載した写真はイメージ写真です

【関連する職種（一般の呼称）】

【石綿製品（代表的な２，３）】

●【貴金属・宝石製品製造】宝石・貴金属・彫金などを加熱・加工または金型に入れるなどの時にヤケドしないように、ある
いは金型の断熱材として石綿リボンを使います。

【ガソリンスタンド】

【調理作業２】【調理作業１】

【石工作業】【調理作業３】

【ビルメンテナンス】
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33 　その他の石綿に関連する作業－２ 33-2

Ａ Ｂ

【概要】金型を用い、溶かした金属（アルミ合金その他）等を入れ
各種製品を作ります。金型を用いた製品製造の際には、高温で
あること、徐冷するなど石綿保温材はかかせませんでした。作
業者も石綿の耐熱服や手袋をしていました。

【概要】これは高温・高圧で人造鉱物を作りだす炉の石綿断熱材
（中にシリカ系、外周部はクロス）。取っ手まで石綿クロスが巻か
れています。ニーズにそって多様な形状のものがありました。劣
化や破損により、ばく露の可能性があります。

C D

【概要】多くの家畜舎は安くて長持ちするスレート屋根・壁で出来
ています。中には糞尿による床の腐食防止のために、床にも石
綿セメント板を使って絶対腐らない、ダニなどが発生しない衛生
的な畜舎もあります。糞尿の清掃時に床をこすることによって、
石綿が飛散した可能性があります。

写真は豚舎。建材として使用されていた石綿製品が劣化、破損
し、堆積した石綿繊維が清掃時などに再飛散し、作業員がばく露
した可能性があります。

※掲載した写真はイメージ写真です

耐火手袋

【畜舎の管理１】

【人造鉱物の製造】

【金型の徐冷作業】

【畜舎の管理２】
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34 　タルク等石綿含有物を使用する作業 34

ゴム製品製造、タイヤ製造 医薬品製造

紙・紙器製造、断裁 化粧品製造

石綿織物・布・ひも・ロープ・テープ・リボンなど 石綿含有タルク

石綿含有吹きつけ材

【労災認定事例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【文献(p115-116,122)】20,32,35-38,111

Ａ Ｂ

階段やホールの天井に吹きつけられたバーミキュライト・
パーライト吹きつけ。これらにも石綿含有の時期があり飛散
性石綿の分類に入っており、作業者がばく露した可能性があ
ります。

滑石類似の「ろう石」。石筆の原料は滑石やろう石で、これら
にタルクが不純物として入っていることがあります。工事屋さ
んがマーキングする時などに使用していますが、全体的に
粉っぽい作業です。

C D

タルクの入っている墨つぼ。通常は黒い墨を使用しますが、
印をつける対象物が黒いものや鉄板などの場合にタルクを
使用します。

鉄鋼所で鋼鈑にマーキング（けがき）する際に墨つぼや石筆
を使います。写真は墨つぼを使用して描いたもの。

※掲載した写真はイメージ写真です

●あくまでも”タルク”と”石綿”には違いがあり現在の知見ではタルクは有害物質ではなく有益物質ですが、産出地によっては不純物とし
て石綿が混入している場合がありますので注意が必要となります。

●”タルク”は白色で耐熱性・耐薬品性に優れ微粒子で化学的安定品目であるため、塗料・接着剤・製紙・ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ関連・ゴムなどの充填
材、増量材、混和材、結合材などの目的で広範囲に使用されてきました。

【関連する職種（一般の呼称）】

【石綿製品（代表的な２，３）】

●タルク（滑石）・バーミキュライト（ひる石）・パーライト（真珠岩）・繊維状ブルサイト（水滑石）などを使用する作業
　一部のタルク（滑石）に1980年代前半に石綿が不純物として混入していたと言われています。蛇紋岩を粉砕したものがタ
ルクという名前で市販されている場合があり、蛇紋石系の石綿である白石綿が含まれている可能性も考えられます。
　大阪府下のタイヤ製造工場に雇用されていた労働者の肺癌例も報告され、タイヤ製造工程において石綿含有タルクを
打粉として使用、肺剖検試料からアクチノライトが検出されています。ゴム・タイヤ製造業での打ち粉や、薬剤・農業・製紙
等広い範囲でタルクは使用されていました。仕事で石綿作業に該当しない場合でも、しばしばタルク（滑石）・バーミキュラ
イト（ひる石）・繊維状ブルサイト（水滑石）作業に従事していて、混入した石綿に気づかないうちにばく露している場合があ
ります。

●平成17年に日本で石綿問題が大きく取り上げられましたが、その20年以上前に、一部のベビーパウダーにタルクの不純物として石綿
が混入していた、という報道がありました。当時、当該製品の製造に関わっていた労働者がばく露した可能性があります。なお、昭和62年
より、タルク中に石綿が不純物として混入していないことを試験により確認した原料を用いるよう徹底されています。

54


